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「フードテック推進ビジョン（案）」及び「ロードマップ（案）」 

に対する御意見の概要と御意見に対する考え方 

 

御意見の概要 御意見に対する考え方 

フードテック推進全般に対する御意見（123 件） 

 反対します。 

 フードテックが本当に持続可能な食に貢献するとは思

えません。他国の動向はさておき拙速に進めるべきでは

ないと思います。 

 現時点で分かっていないことが多く、懸念点が多い技術

の全面導入は行わないでいただきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

フードテックは、生産から加工、流通、消費等へとつ

ながる食分野の新しい技術及びその技術を活用したビジ

ネスモデルのことです。バイオテクノロジーやデジタル

技術等の科学技術の発展に伴い、人口増加に対応した食

料供給や環境保護等の社会的課題の解決につながる新た

なビジネスとして、また健康志向やアレルギー対応等、

食に求める人々のニーズの多様化に対応する新たなビジ

ネスとして、世界的に期待が高まっています。例えば、

AgFunder の「2022 AgFunder AgriFoodTech Investment 

Report」によると、2021 年の世界におけるフードテック

への投資額は、フードテック官民協議会の設立された

2020 年と比べて１年間で 239億ドル増加しています。ま

た、持続可能な食料システムの構築や食を通じた豊かで

健康的な食生活の構築により、個人と社会全体の Well-

being を実現するうえで、フードテックは重要な技術であ

ります。 

 一方、御意見のとおり、食経験のない又は少ない食品

等について、「あまり食べたいと思わない」等と答える消

費者もいらっしゃいます。このため、安全性を確保する

取組や、適切な表示により消費者の合理的な選択の機会

を確保する取組、消費者への情報開示やコミュニケー

ションを重視する取組等により、できる限り消費者の御

理解を得ていきたいと考えています。 

新規食品の安全性と表示に関する御意見（375 件） 

 新規食品の安全性に関して不安があるため、フードテッ

ク推進に反対です。 

 表示を適切に行う等、消費者の選択に資するようにすべ

きです。 

 昆虫食やゲノム編集技術応用食品、細胞性食品等、新規

食品について、食品としての安全性評価や環境への影響

評価が何も行われていないまま、推進することに疑問を

 

 フードテック推進ビジョン（案）８ページの記載のよう

に、食経験のない又は少ない食品等については、安全性を

確保する取組や、適切な表示により消費者の合理的な選択

の機会を確保する取組、消費者への情報開示やコミュニ

ケーションを重視する取組等により、できる限り消費者の

御理解を得ていきたいと考えています。 

 特にゲノム編集技術応用食品に関して、その利用に先立
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持ちます。 

 食料問題を考える上で、昆虫食や代替肉は持続可能な手

段かもしれませんが、安全性が不透明ではないでしょう

か。短期的には安全であっても、長期的に見て、将来、

身体にどのような影響があるかは不明です。 

 大自然が作り出したものと、人間が手を加えたものは、

はっきりと区別しておくことが必要だと思います。 

 遺伝子組換えやゲノム編集等、そして今後出てくる新し

い食の形を、消費者一人ひとりが選択できるよう、分か

りやすく明確な表示の義務化を法整備してください。 

 ゲノム編集技術応用食品の安全性に不安があり、表示を

義務付けるべきです。 

 

ち、開発者や輸入者に対し、食品安全、飼料安全の観点から

それぞれ情報提供を求め、厚生労働省、農林水産省の関係

省庁において、安全性について問題がないことを確認し、

各省のホームページに情報を公開することとしています。  

また、表示の義務化については、ゲノム編集技術を用い

たものか、従来の育種技術を用いたものかの科学的な検証

が困難であることに加え、表示を義務付けている国等がな

いため輸入食品等の書類による情報伝達等の社会的な検証

が困難であること等の課題があり、現時点では、罰則の伴

う措置を行うことは難しいところです。 

 細胞性食品については、我が国での食経験がないことか

ら、開発企業の製法や海外政府の規制の動向についての情

報収集を図りつつ、関係府省庁と連携し、必要な措置を検

討してまいります。 

 また、食用昆虫に関しては、我が国や諸外国において食

経験のあるものであり、食品衛生法に基づいて製造事業者

が安全確保をしたものだけが国内で製造・販売されている

と承知しています。なお、令和４年７月には、昆虫ビジネス

研究開発プラットフォームにおいて、コオロギの生産過程

における安全性を確保することを目的として「コオロギの

食品および飼料原料としての利用における安全確保のため

の生産ガイドライン」が作成されました。農林水産省では、

引き続き食用昆虫の安全性についての情報収集を図りつ

つ、必要に応じて関係省庁と連携し、事業者による安全確

保のための措置が適切に講じられるよう支援してまいりま

す。 

環境や生態系への影響に関する御意見（162 件） 

 フードテック（特にゲノム編集技術応用食品）は、環境

破壊と生態系への影響につながるため、推進に反対で

す。 

 生態系を無視した食の生産方法に反対です。ゲノム編集

や遺伝子組換えなど、食の工業化は生態系を破壊するも

のです。 

 自然から搾取せず、自然を汚さず、人間と動物が共生で

きるように動くべきです。 

 フードテックは生態系の維持・修復に資する生産技術な

のか、現在の破壊的な工業型農業・食のモデルとどのよ

うに異なるのか、十分な検証を行ってください。 

 

 フードテック推進ビジョン（案）３・４ページの記載の

ように、様々なタンパク質源の活用や生産性の高い品種の

開発等の技術開発及び実証、ICT 等を用いた畜産・養殖業

の環境負荷低減への取組、資材調達における脱輸入、脱炭

素化、環境負荷低減に資する取組を進め、将来的に、気候

変動への対応や生物多様性保全など地球環境への負荷低

減を目指しています。また、生物多様性保全など地球環境

への負荷低減と、タンパク質源等の食料供給の増大の両立

を実現することを目指しており、フードテック推進ビジョ

ン（案）では、生物多様性の観点を踏まえて記載していま

す。 
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 新技術の導入に関しては生物多様性へのインパクトを

考慮し、その点も記載した方が良いのではないか。 

 

ゲノム編集技術で得られた生物のうち、遺伝子組換え生

物等の規制の対象外となっているものについては、その利

用に先立ち、開発者や輸入者に対し、生物多様性の確保の

観点から情報提供を求め、農林水産省において、生物多様

性の確保について問題がないことを確認したうえで、省の

ホームページに情報を公開することとしています。 

遺伝子組換え農作物の生物多様性への影響については、

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様

性の確保に関する法律」に基づき、農林水産省及び環境省

が科学的に評価し、問題ないことが確認されたもののみ、

栽培や流通等を認めています。 

既存の農畜産業との両立に関する御意見（329 件） 

 日本やアジアには、有効な有機農業技術が開発されてい

ます。こうした確実で即戦力である技術に投資をするこ

とでこそ、現在、そして未来にわたる食の危機を避ける

ことができます。 

 農家や畜産農家を廃業に追い込み、日本の一次産業を潰

すことはやめてください。 

 日本の一次産業の強化と有機農業の推進に取り組むこ

とで、食料自給率を向上させる政策に取り組むべきで

す。 

 

 フードテック推進ビジョン（案）７ページの記載のとお

り、新たな技術を活用した食品等について、既存の産業と

の両立のもと、マーケットの創出を図ることとしていま

す。  

また、有機農業の推進について、みどりの食料システム

戦略においては、取組面積拡大（2050 年までに耕地面積の

25％）を目標に掲げており、有機農業の取組拡大に向けて

支援を行っているところです。引き続き、現場のニーズに

応じたきめ細やかな有機農業への支援を行ってまいりま

す。 

 さらに、我が国畜産業は、農村地域の維持・活性化や国

民に対する食料の安定供給を担う重要な産業と考えてお

り、その発展については、従来と変わらず引き続き、支援

を行っていく必要があると考えています。 

フードテック企業への支援に関する御意見（90 件） 

 ごくわずかなバイオテクノロジー企業等のフードテッ

ク企業を儲けさせるために、政府の予算を投入すべきで

はありません。 

 バイオテクノロジー企業、フードテック企業に多大な利

益をもたらすために税金が投じられ、益々、食料安全保

障がないがしろにされることは、到底許されるものでは

ありません。 

 フードテックを推進することで、それに関連する一部の

企業や、新たに創出された企業・業界が利益を得るため

に、消費者がそれらを食べさせられることに疑問を持ち

ます。 

 

 フードテックは、日本と世界の食料・環境問題の解決に

貢献するとともに、日本を活性化する新しい産業の創出に

資するビジネスモデルです。一方で、フードテック推進ビ

ジョン（案）６ページの記載のように、フードテックの事

業化にあたっては、食品という特性上、構想段階ではテス

トマーケティングが難しいこと、事業化段階ではルール整

備、安全性の評価、消費者受容の確立等により事業化・資

金回収までに時間を要することなど、特有の課題がありま

す。このことから、農林水産省ではイノベーションの担い

手であるスタートアップを含む様々な日本発のフード

テックビジネスに対する支援を行っています。 
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人口増加の記述に関する御意見（20 件） 

 日本は人口減少しているなかで、食料需要の増大に対応

するためのフードテックを推進する必要があるので

しょうか。 

 人口増加への対応のためにフードテックが必要とされ

ていますが、日本は人口が減少しています。 

 「2050 年に 2010 年比で 1.7 倍になると想定されてお

り、増大するタンパク質源等の需要への対応が必要」に

ついて、出典を追記すべきです。 

 

 国内では、人口減少が進展する一方で、フードテック推

進ビジョン（案）３ページの記載のとおり、世界の食料需

要は、2050 年に 2010 年比で 1.7 倍になると想定されてお

り、増大するタンパク質源等の需要への対応が必要となり

ます。また、目下、生産資材や穀物の国際価格が高騰する

など、国内においても食料安全保障上のリスクが高まって

いるため、輸入生産資材・輸入作物への依存度を低くする

産業へ転換し、食料安定供給体制を確立することが求めら

れています。食料を効率よく持続可能な方式で生産すると

いう要請に対応するべく、フードテックを推進する必要が

あると考えています。また、人口増加に対応した食料供給

等の社会的対応のみならず、人口減少・高齢化の進展に伴

う人材確保難のなかにおける食品産業のスマート化、そし

て、健康志向やアレルギー対応等、食に求める人々のニー

ズの多様化に対応する新たなビジネスとして推進する必

要があると考えています。 

食料需要については、令和元年９月に農林水産省が発表

した「2050 年における世界の食料需給見通し 世界の超長

期食糧需給予測システムによる予測結果」に基づき、記載

しています。出典を追記いたします。  

食品ロスに関する御意見（51件） 

 フードテックの推進よりも食品ロスの削減に資する政

策に取り組むべきです。 

 まずは廃棄処分されている食材の利用を考えるべきで

す。 

 タンパク質源の需要の増大に対応する必要性が説かれ

ていますが、問題は、食が適正に分配されないことや、

膨大な食品ロスが廃棄されていることにあります。 

 フードテック推進ビション（案）の「２ 目指す姿」は、

大量生産大量消費を立ち止まって見直す方向性の旨が

欠落しています。 

 

 

 

 食品ロスについて、政府は、2030 年度までに、2000 年度

の 980 万トンと比べて半減（489 万トン）させることを目

標に掲げ、賞味期限を年月日表示から年月表示とする等の

商慣習の見直しや消費者への啓発、フードバンク活動への

支援等を行っており、引き続き、官民共同で食品ロスの削

減を進めてまいります。 

 その上で、食品ロスの削減に資する技術として、フード

テックの活用が期待されており、フードテック推進ビジョ

ン（案）３ページの記載のとおり、持続可能な食料供給を

実現するため、食品残渣等の再利用の取組や、データ・AI

の活用等による加工・流通の合理化と適正化を図るととも

に、長期保存・輸送に対応した包装資材の開発等が進めら

れています。 

 また、フードテック官民協議会の作業部会であるサー

キュラーフード推進ワーキングチームにおいては、捨てら

れるはずだった食品を新たな食料として循環させる「サー
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キュラーフード」の推進を通じ、持続可能な社会の実現に

向けた検討を行っています。 

種苗法等に関する御意見（49件） 

 国内の一次産業を守る観点から、種子法を復活させ、種

苗法を廃止すべきです。 

 種子法と種苗法について、再考すべきです。 

 種子法を復活させ、種苗法を廃止してください。種を守

らずして、種を買えというのは、おかしいと思います。 

 

優良な植物新品種は我が国農業の発展において重要で

すが、我が国における新品種の開発が減少していること、

優良な新品種が海外に流出し、我が国農業の国際競争力が

失われていることは、大きな問題と考えています。 

種苗法改正により、 

① 登録品種について、出願時に国内利用限定の利用条件

を付せば海外持出しを制限できること 

② 登録品種の自家増殖については、育成者権者の許諾に

基づき行うこと 

といった措置を講じることは、日本の強みである植物新品

種の知的財産権を守り産地形成を後押しするために必要

であり、地域の農業の活性化に資するものであると考えて

います。 

なお、主要農作物種子法の廃止（平成 30 年４月１日）

は、戦後不足していた食料の増産を図るため、稲、麦、大

豆の原種及び原原種の生産等に関する事務を、全ての都道

府県に一律に義務付けていたことを止め、官民の総力を挙

げて多様なニーズに応じた種子供給体制を構築するため

に実施したものです。今後とも、良質な種子の安定供給が

図られるよう、都道府県をはじめ、関係者と協力しつつ、

必要な取組を推進してまいります。 

本ビジョン（案）及びロードマップ（案）の策定方法に 

関する御意見（76 件） 

 国会や多様な関係者が参画する場等での議論を行うな

ど、慎重に検討すべきです。 

 フードテックについて、これまで国会でまともな議論・

検証が行われていません。 

 省庁が農業や社会のあり方を勝手に決めることは越権

行為です。 

 国会議論もなされないまま、閣議決定のみでこのような

ビジョンを決めていく手法は、民主主義国家において相

応しくありません。今回のビジョンは取り下げて、広く

国民と議論した上で、国会で諮るべきです。 

 フードテック官民協議会の構成員を記載すべきです。 

 

 

 

 令和４年６月に閣議決定された「新しい資本主義のグラ

ンドデザイン及び実行計画・フォローアップ」において、

「フードテック官民協議会において、2022 年度中にフード

テック推進ビジョンとロードマップを策定する」とされて

います。フードテック官民協議会では、フードテック推進

ビジョン（案）及びロードマップ（案）を作成し、令和４

年 10 月 25 日に開催した協議会総会において協議しまし

た。今般、令和５年２月の策定に向けて、広く国民の皆様

から意見・情報を募集するため、パブリック・コメントを

実施いたしました。今後、本案については、御提出いただ

いた意見・情報を考慮した上、フードテック官民協議会に

て決定することとしています。フードテックの推進にあ
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たっては、農林水産省のホームページ等で情報発信するな

ど、引き続き、消費者への情報開示やコミュニケーション

を進めてまいります。 

 なお、フードテック官民協議会には、食品企業、ベン

チャー企業、研究機関、行政等に所属する個人が参加して

おり、会員の所属組織については、公表可と回答した企業・

団体のみ、農林水産省ホームページに掲載しています。 

パブリック・コメントの実施方法に関する御意見（19 件） 

 パブリック・コメントの実施について、周知されていな

い上に、意見募集期間が短いです。 

 このようなことは、広く国民に周知すべきです。イン

ターネット上だけでなく、誰にでも見える形で周知すべ

きです。 

 

 本パブリック・コメントは、行政手続法（平成５年法律

第 88 号。以下「法」という。）に基づかない意見公募手続

であるところ、法に基づく意見公募手続に準じた手続を行

い、法第 39 条３項に基づき公示の日から起算して 30 日以

上の意見提出期間を設けました。 

 フードテックの推進にあたっては、農林水産省ホーム

ページ等で情報発信するなど、引き続き、消費者への情報

開示やコミュニケーションを進めてまいります。 

言葉の定義と表記に関する御意見（９件） 

 両案において、フードテックの定義が曖昧です。 

 

 

 

 

 「ヴィーガン」及び「ベジタリアン」の脚注の出典を記

載すべきです。「ビーガン」ではなく「ヴィーガン」と記

載するのであれば、「ベジタリアン」も「ヴィジタリア

ン」と記載すべきです。 

 

 フードテック官民協議会のこれまでの資料や、消費者庁

のプラントベース食品等の表示に関する Q&A を踏まえ、

「プラントベースドフード」を「プラントベースフード」

と記載すべきです。 

 

 「日本経済のダイナミズムと成長を促し」について、「ダ

イナミズム」と「成長」は同じ意味であるため、「日本

経済のダイナミックな成長を促し」の方が適切です。 

 

 

 

 

フードテック推進ビジョン（案）1 ページの記載のとお

り、フードテックは、生産から加工、流通、消費等へとつ

ながる食分野の新しい技術及びその技術を活用したビジ

ネスモデルです。具体例としては、本資料に挙げているも

のが想定されます。   

「ヴィーガン」及び「ベジタリアン」の表記及び定義に

ついては、現状、様々な考え方が存在しますが、本資料に

おいては、令和２年４月に観光庁が発表した「飲食店にお

ける外国人ベジタリアン・ヴィーガン対応ガイド」を参考

に記載しています。  

一般的には「プラントベースドフード」「プラントベー

スフード」の両方の表記が使われていますが、御意見を踏

まえ、本資料においては、消費者庁の「プラントベース食

品等の表示に関する Q&A」を踏まえて「プラントベースフー

ド」の記載といたします。 

一般的にダイナミズムは力強さを意味するものであり、

成長と並列して書くとしても間違いではないものと考え

ています。この箇所につきましては、令和４年６月に閣議

決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行

計画」の記載を引用しています。 
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 他の外来語はカタカナ表記であるため、「Well-being」

も「ウェルビーイング」の方が適切です。 

 

 

 「ESG 分野の投資主体」について、用語の説明が不十分

です。また、なぜ「SDGs」と表記しないのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 ６ページの２行目「拡大する中」、９行目「ある中」は、

それぞれ「拡大するなか」、「あるなか」のほうが適切で

す。 

 「食品産業の生産活動への支障が顕在化」について、一

口に食品産業と言っても、青果、水産、加工食品、それ

らのメーカー、卸など多種多様であり、どの企業体に対

しての文言なのか不透明です。「食品産業」ではなく、

中分類以降の細目で表現すべきです。 

 「食事のアレルギー情報を伝えるアプリ等の開発」につ

いて、「アプリ」と記載すると、スマートフォンのアプ

リケーションに限定されてしまうため、「アプリケー

ション」の方が適切です。 

一般的には「Well-being」「ウェルビーイング」の両方の

表記が使われていますが、本資料においては、令和４年６

月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針

2022」を踏まえて「Well-being」と記載しています。  

ESG 投資は、財務情報だけではなく、企業の環境

（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）

に関する取組も考慮した投資のことを指しており、御意見

を踏まえ、注釈を追記いたします。投資に関する文脈では

「ESG」を用いることが多いため、本資料においては、持続

可能な開発目標全般を示す「SDGs」と区別して、投資と結

び付けた表現にしたいため、「ESG 分野の投資主体」と記

載しています。 

御意見を踏まえ、フードテック推進ビジョン（案）６ペー

ジの２行目「拡大する中」、９行目「ある中」については、

「拡大するなか」、「あるなか」に修正いたします。 

本資料における「食品産業」は、食品の生産、流通、

消費の各段階において食品を提供する産業について記載

しており、人口減少・高齢化の進展に伴う人材確保難

は、食品産業全体に影響を及ぼすため、「食品産業の生産

活動への支障が顕在化」と記載しています。 

本資料における「アプリ」は、スマートフォンのアプリ

ケーションを想定し、記載しています。 

 

その他の御意見（８件） 

 食糧危機が迫っているためにフードテックに取り組ん

でいくとの論調だが、食糧危機を発生させないよう持続

可能な食料システムを再構築するためにフードテック

に取り組んでいくという旨を強調しなければ、誤解を与

えるのではないでしょうか。 

 

 

 「個人の多様なニーズを満たす豊かで健康な食生活を

実現する」について、個人最適化する食事とは、未病対

策のために栄養・健康・医療データを測定し、可視化し

て紐づけていくことが、現時点でのゴールだと考えます

が、医療や生活と関連付ける記載が少ないのではないで

しょうか。 

 

フードテック推進ビジョン（案）３ページ「２ 目指す

姿（１）世界の食料需要の増大に対応した持続可能な食料

供給を実現する」の記載のとおり、フードテックの活用に

よって持続可能な食料システムの構築を目指しており、本

ビジョンをとおして、フードテックが注目されている背景

にある社会課題や、フードテックを活用した食品等のメ

リットや意義を発信してまいります。 

フードテック推進ビジョン（案）４ページ「２ 目指す

姿（３）個人の多様なニーズを満たす豊かで健康な食生活

を実現する」の１段落目の記載のとおり、品質と満足度を

高め、国民の栄養改善に貢献する製品やサービスの提供を

目指しており、医療や生活と関連付けて記載しています。 
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 ロードマップもほとんどが３年間ぶっ通しであり、全て

並行して行うのならばロードマップの意味を成してい

ません。 

 

 本ビジョンにおいては、新しいバイオテクノロジーによ

る社会経済的な悪影響についての考察が全く行われて

いません。ビジョンの構造そのものを見直すべきです。 

 

 

 

 本気で植物工場についての研究開発を行うようにした

らどうでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 個人の健康データを取得するとも書かれており、個人情

報を取得して人体実験しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 オープンイノベーションやスタートアップは経済産業

省、産学連携は文部科学省の得意分野でもありますが、

文中で省庁連携の文言が一言もないので改善すべきで

す。また、ロードマップについて、対応者が民間企業の

みとなっている項目は、全て研究機関との併記にした方

がよいのではないでしょうか。 

 フードテック分野への投資額について、資金供給の重要

性を謳っていますが、投資額には、製品を売り込むため

のロビー活動や粗悪品関連の訴訟など関連経費も計上

ロードマップの記載につきましては、毎年更新すること

を想定しており、引き続き、各作業部会の皆様・関係省庁

と検討するとともに、検討が進めば更新のうえ詳細化して

まいります。 

本ビジョン（案）は、今後のフードテック推進にあた

り中長期的に実現したい将来の姿及び課題と必要な取組

を整理しています。フードテックを推進するにあたって

は、既存の産業との両立が必要であるということや消費

者の信頼を獲得するための取組が必要であるということ

を明記しています。 

植物工場は、高度な環境制御により、季節や天候に左

右されずに安定供給が可能であり、地域や土地を選ばな

いという利点があることから、農産物の安定供給に向け

た新たな農業の形態として注目しています。一方、建物

や栽培装置等の導入費用のほか、人工光型植物工場では

光熱費などの運営費用が大きく、レタス類など経済的に

栽培可能な品目が限られるといった課題があります。引

き続き、装置やランニングコストの低コスト化など植物

工場に関する研究開発を進めるとともに、持続可能な食

料供給を実現するため、フードテック分野の推進に取り

組んでまいります。 

個人最適食を設計・提案・提供する技術は、個人の多

様なニーズを満たす豊かで健康な食生活の実現を目指

し、開発が進められているものです。御意見の健康デー

タの取得については、「情報実現による人の健康実現」に

関するロードマップ（案）の記載のとおり、業界団体に

おいて、健康データ（パーソナルヘルスレコード）の取

扱いに関するガイドラインの検討が進められているとこ

ろです。 

フードテック推進ビジョン（案）１ページ「１ はじ

めに」の２段落目の記載のとおり、閣議決定された「食

料・農業・農村基本計画」において、食と先端技術を掛

け合わせたフードテックの展開を産学官連携で推進して

いくこととされており、今後とも関係省庁・研究機関等

と連携してまいります。  

本資料で引用した投資額について、投資された資金の用

途についての情報は持ち合わせていません。 
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されているのではないでしょうか。 

 

 

※御意見を内容別にまとめているため合計件数と一致しません。 


